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１．議案 

 第１号議案：令和 3年度事業報告及び決算報告 

 

 第２号議案：令和４年度事業計画案及び予算計画案 

 

 第 3号議案：第 17期役員について 

 

２．報告事項 

 



摘　　　　　　　　　　　要

金沢市文化ホール

運営：石川県老人保健施設協議会

事務局

長良川国際会議場よりZOOM配信

各施設

ZOOM使用

ZOOM使用

事務局よりZOOM配信

県協会事務局

長良川国際会議場よりZOOM配信

長良川国際会議場よりZOOM配信

R3・9・3（金） 東海・北陸ブロック老人保健施設連絡会議　（10/29，11/17）

長良川国際会議場よりZOOM配信

              大会長：グリーンビラ安江　安江紀裕理事　参加数87名

　R3・11・19(金） 　　　※岐阜県開催は令和6年度決定

R3・10・20（水） 専門職部会リーダー会議

R3・ 11・17（水）～

令和３年度事業報告

期　　日 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

R3・ 5・ 20（木）～ 第17回東海・北陸ブロック老健大会(石川県）

【第１号議案】 

令和3年度通常総会（書面による）

R3・8・25（水） 運営管理部会開催

第18回優良永年勤続表彰　114名　　（20年34名・10年80名）R3・ 9・ 1（水）

第104回職員現任研修会

R3・ 7・ 上旬

R3・7・27（火）
*運営　：　西美濃さくら苑　高井輝雄理事　参加数87名

R3・12・3（金）
*運営　：　あいかわ　松田聖士理事　　参加数107名

第106回職員現任研修会

R3・11・26（金）
厚生労働大臣表彰　アルマ・マータ　加納忠行理事長

　　　　　　　　　　　　　アルカディア　加藤秀明理事長

　*R3・4～R4・3　高齢者・障がい者の入所等施設における感染発生時の相互支援調整業務（岐阜県委託事業）

　*R3・4～R4・3　岐阜県外国人介護人材マッチング支援事業（岐阜県委託事業）

第107回職員現任研修会

　R3・ 5・21(金） 　　　　　　　　　　　　　　　→令和4年度へ延期

第32回全国介護老人保健施設大会（岐阜県）→　開催中止

R3・ 9・ 22（水）
第35回岐阜県老健大会（第105回職員現任研修会）

あいかわよりZOOM配信

長良川国際会議場・都ホテル他

*運営　：　ハートケア松岡　松岡正治監事　　参加数68名
R4・2・25（金）

R4・ 3・3（木）

　*R3・4～R4・3　役員施設事務長会開催　（ZOOM使用）　令和3年4/21，5/12，6/11，7/14，8/25，10/27，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　11/24，12/15　　令和4年1/19，2/16，3/16

R4・ 3・15（火） 全国老人保健施設協会次期役員選任等支部総会（書面による）

令和3年度第1回理事会開催　



【第１号議案】－１付紙

　加算型老健以上を *令和３年度介護報酬の概要 R3・7・27（火）

　　　　　目指す取り組み *LIFEはじめました～LIFE導入の体制作り～ 長良川国際会議場より

西美濃さくら苑 *LIFE活用方法 オンライン配信

（高井輝雄 理事） *介護現場のIT化によるライフの運用　　　　

第３５回岐阜県老健大会 変わる情勢、コロナ禍の今、老健にできること R3・9・22（水）

～考えよう 老健としての役割～ 長良川国際会議場より

グリーンビラ安江 *基調講演 オンライン配信

（安江紀裕 理事） *事例研究　　事例発表

*優良永年勤続者表彰

リスクマネジメント *介護現場における褥瘡ケアの実践 R3・12・3（金）

あいかわ あいかわより

　（松田聖士　理事） オンライン配信

人材育成 *老健施設における口腔ケアの意義 R4・2・25（金）

ハートケア松岡 *介護保険とリハビリテーション 長良川国際会議場より

（松岡正治　監事） オンライン配信

107名106

104 87名

107 68名

105 87名

令和３年度　職員現任委託研修（実施概要）

回 研修テーマ・（担当理事） 研　　修　　項　　目 実施期日 定員



【第1号議案】【第２号議案】

［収入の部］

科目 R３年度決算 R４年度予算 備考

会費収入 5,621,200      5,503,200      ７４施設(R３）→７３施設（R４）　※１

委託金収入 1,044,520      948,400        岐阜県「介護老人保健施設機能向上対策事業」　「感染発生時相互支援調整業務」他

特別負担金 -                 730,000        東海・北陸ブロック老健連絡会共催分

助成金収入 100,000        100,000        全国老人保健施設協会からの支部活動助成金

繰越金 5,301,982      6,840,537      前年度からの繰越金

雑収入 80,698          9,863           普通預金・定期預金利息　県会議謝金等

その他 100,000        100,000        ＨＰ協賛金

収入合計 12,248,400    14,232,000    

［支出の部］

科目 R３年度決算 R４年度予算 備考

通常総会 -                 400,000        R３年度紙面による議決に変更

理事会 24,200          150,000        Ｒ３年度（R4.3.3）オンライン

専門部会 158,961        1,000,000      運営管理部会R3.8.25オンライン配信、専門職部会各地区でWEB会議開催　※２

会議費計 183,161        1,550,000      

東海・北陸ブロック老健大会 740,000        730,000        R４年度第17回（石川県）

岐阜県老健大会 673,038        1,500,000      第35回R3.9.22　長良川国際会議場よりオンライン配信　※３

委託職員研修会 880,000        1,050,000      
内、県委託金460，000円　第104回R3.7.27長良川国際会議場　第106R3.12.3あいかわ
第107回R4.2.25長良川国際会議場　全てオンライン配信

特別職員研修会 -                 100,000        

職員表彰 154,316        300,000        
表彰状・副賞その他の雑費
優良永年勤続者表彰114名　(10年・・80名，20年・・34名）

事業費計 2,447,354      3,680,000      

需用費 661,716        400,000        事務用品・複合機メンテナンス・協会ホームページ開設費管理費

旅費 12,500          250,000        R４年度全国大会（兵庫）座長等旅費

役務通信費 272,844        250,000        電話料金・文書発送費等

管理費 1,800,000      1,800,000      事務局設置施設に（毎月150,000円×12ケ月）

雑費 30,288          10,000          

その他 1,000,000      全国大会準備費　※４

管理費計 2,777,348      3,710,000      

支出合計 5,407,863      8,940,000      

繰越金 6,840,537      5,292,000      

総計 12,248,400    14,232,000    

※１　令和4年4月より「介護老人保健施設菜の花」介護医療院へ転換するため退会

※２　令和4年度は部会ごとの勉強会も開催予定のため増額　

※３　令和４年度はハイブリッド形式での開催予定のため増額　

※４　令和６年岐阜県での全国大会が決定　

令和３年度収支決算書   令和４年度収支予算書　



預託年度 預託日 金額（円） 銀行名 摘要

3,000,000                             株式会社十六銀行

元金成長型のため令和4年5月2日時点で、3,005,923円になっております。

1,000,000                             株式会社十六銀行

元金成長型のため令和4年3月8日時点で、1,001,621円になっております。

2,500,000                             株式会社大垣共立銀行
平成30年度より事務引き
継ぎによる預け替え

元金成長型のため令和4年4月11日時点で、2,500,636円になっております。

取得年度 取得日 備品名 取得金額（円） 摘要

H30 平成30年4月24日
 デジタル複合機

コニカミノルタC558
730,000                               

【第1号議案】

備考：金額欄の額は、元本のみの金額を示します。

定期預金預託状況資料

所有備品一覧

H15 平成15年5月2日

H16 平成17年3月8日

H30 平成30年4月11日





 ○ 第17回東海・北陸       

  　 ブロック老健大会

  期日  ：  令和４年１０月６日（木）

  期日  ：  令和４年９月２２日（木）２３（祝）

理 事 会

第35回岐阜県

【第２号議案】

令和４年度事業計画要綱

項　　　　目 概　　　　　　　　　　　　　　　　要 摘　　　要

　◎会　　　議

専門部会 　令和４年１０月１９日（水）長良川国際会議場 運営管理部会

　詳細未定 専門職部会

  令和５年３月予定

総　　　会 　令和４年６月１６日（木）長良川国際会議場 通常総会

　◎  事　　　業

　主催  ：  東海・北陸ブロック老人保健施設連絡会 第18回静岡県、第19回富山
県、第20回三重県、第21回
福井県、第22回愛知県、第
23回岐阜県

　運営  ：  石川県老人保健施設協議会（大会長　四藏直人）

　期間  ：  令和４年５月１９日（木）

　形式  ：  金沢市文化ホールよりオンライン配信

 ○ 職員現任研修会 　岐阜県からの委託による職員現任研修の実施 第108回～111回

　　　細部 ： 委託事業研修計画要綱

 ○ 岐阜県老健大会   第３６回 岐阜県老健大会（兼職員現任研修） 第37回飛騨ブロック

  形式  ：  ハイブリッド開催（集合+オンライン）

 ○ 特別職員研修　 　東海・北陸ブロック研修会等　未定

 ○ ホームページ  ホームページの運営管理 事務局

 ○ 職　員　表　彰   協会表彰規程（平成１４年２月２日制定）の適用による 岐阜県老健大会にて

  優良永年勤続者及び協会功労者の表彰 表彰披露

◎  そ　の　他

事務局

　会　議　出　席   ○全国老人保健施設協会・所要研修会その他会議等へ

  　 支部長、代議員等の出席

  ○第３３回全国老人保健施設大会兵庫 第34回宮城県

　運営  ：  兵庫県老人保健施設協会

  形式  ：  ハイブリッド開催

　会場  ：  神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場他

　注：事業及び会議等については、状況により一部変更する事がありますので、ご了承下さい。　　　　　

　運営  ：  仙寿なごみ野（大会長：近石登喜雄監事）

　会場  ：  長良川国際会議場

 ○ 全国老健施設大会

　情　報　収　集   ○必要とする都度（県当局及び全老健協ほか）



【第２号議案】－１付紙

リスクマネジメント *感染症予防・自然災害対策について

*褥瘡対策について

いこいの里2号館 *身体拘束等の適正化について

（竹田洋祐 理事） *事故防止対策について　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

第３６回岐阜県老健大会 ＳＤＧｓ　Sustainable Development Goals

　～老健の『持続可能な目標』の確立に向けて～

仙寿なごみ野 *基調講演 R4・10・6（木）

（近石登喜雄 監事） *事例研究　　事例発表

*優良永年勤続者表彰

　 加算型老健以上を *多職種協働で行うチームアプローチ

　　　　　目指す取り組み 　　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション

*施設の自己分析とベッドマネジメント

こ　こ　ろ *家族とのコミュニケーション　　　　　

（井口智雄　理事） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

人材育成 *2021年度介護報酬改定に伴う

　　　　　　　　　　　　　　　取り組みについて

さわやかリバーサイドビラ *スタッフのメンタルヘルス

（山田實紘 理事） *人事評価について

*職種間コミュニケーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

全　職　種110

令和４年度　職員現任委託研修計画

回 研修テーマ・（担当理事） 研　　修　　項　　目 実施期日 定員 受講者

111 R5・2～3 100名 全　職　種

109 250名 全　職　種

R4・11～12 100名

108 R4・7・28（木） 100名 全　職　種

注：職員現任研修会及び岐阜県老健大会は、岐阜県老人保健施設協会長の指名する当協会の理事又は監事が

　　 それぞれ運営を担当する。



【第３号議案】

会長（理事）

支部長

副会長（理事）

代議員

理事

代議員

理事

予備代議員

理事

予備代議員

9 理事 真鍋　公昭 中濃 Ｒ4・4・1 　福寿の里　理事長

4 安江　紀裕 岐阜A H31.3.14 　グリーンビラ安江　理事長　

注：1．理事等の在任期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとなる。

 2．支部長、代議員及び予備代議員の役職名は、全国老人保健施設協会岐阜県支部の役職名を示す。

オブザーバー

名誉会長 松波　英一 Ｈ15・4・1 　松波総合病院　名誉院長

12 理事 川原　哲生 Ｒ1・9・29 　運営管理部会（松波総合病院）

13 理事 日置江　隆志 Ｒ2・3・19 　専門職部会（寺田ガーデン）

11 理事 加藤　早千代 飛騨 Ｈ30・12・7 　香蘭荘　施設長

10 理事 加納　忠行 東濃 Ｈ23・4・1 アルマ・マータ　理事長

8 理事 松田　聖士 西濃 Ｈ31・4・1 　あいかわ　施設長

7 理事 服部　夏樹 岐阜B H31.3.14 シルバーポートふれあいの家　理事長

　いこいの里２号館　理事長6 理事 竹田　洋祐 岐阜Ａ Ｈ30・4・1

3 井口　智雄 東濃 Ｈ23・9・23 　こころ　　理事長

5 山田　實紘 中濃 Ｈ8・4・1 　さわやかリバーサイドビラ　理事長

1 長縄　伸幸 岐阜Ｂ Ｈ13・4・1 サンバレーかかみ野　会長

2 高井　輝雄 西濃 Ｈ30・4・1 　西美濃さくら苑　施設長

第17期岐阜県老人保健施設協会役員名簿

ＮＯ． 役員区分 氏　　　名 ブロック 就任期日 　職　　　　　名　　　　　等

ハートケア松岡　理事長

監事 近石　登喜雄 Ｈ31・4・25 　仙寿なごみ野　理事長

14

15

監事 松岡　正治 Ｈ14・4・1



岐
阜
Ｂ

福寿の里　　　　　　　　　　　　

14

15

73 小坂老人保健施設

理事施設

岐
阜
Ａ

西
濃

中
濃

東
濃

和良介護老人保健施設

リバーサイド悠悠

東山ハイツ

24

ヴィラふくべ

9

10

11

12

13

20

16

19

21

48

巣南リハビリセンター 50

52

夕霧 49

23

51

54

55

花咲き庵　　　　　　　　　　　　

25

47 太陽苑22 山内ホスピタル介護老人保健施設

ケアポート白鳳

53

ロアジかねまつ

穂

シルバーポートふれあいの家 45
東白川村国保診療所附属介護
老人保健施設

松波総合病院介護老人保健施設 46 だいち

サワダケアセンター 44 中部台ケアセンター

共　　寿

18 カワムラコート 43 センチュリー２１

71 穂高の庭

サントピアみのかも 69 はなさと

花トピア可児

アルカディア
飛
騨

40
可児とうのう病院附属介護老人
保健施設

寺田ガーデン

サンバレーかかみ野　　　　　　  

38 さわやかリバーサイドビラ

リハトピア・フェニックス

39

ハートピア・フェニックス 41

なでしこ

37 ラポール 67 香蘭荘

36 養老の郷

それいゆ

66

68

70

17 コートレイ各務原 42 桜ヶ丘介護老人保健施設 72

グリーンビラ安江

三浦老人保健施設

64 やすらぎ

35 山びこの郷 65 カサグランテ

メモリアル光陽

アルマ・マータ

ひざし

7 永寿 32 サンリバーはつらつ 62

8

1 いこいの里２号館　　　　　　　　  

58

2 山県グリーンポート

喜の里 33 プラザ２１おおの

6 仙寿なごみ野（監事）

ひまわり

仙寿苑

63

ケアコートみやこ

ハートケア松岡（監事） 34 西美濃さくら苑

31 輪之内ビラ 61

おうじゅ 60

28

26

坂下老人保健施設

4 岐阜リハビリテーションホーム 29 あいかわ 59

岐阜県老人保健施設ブロック割

ブロ
ック
割

施　　　　　設　　　　　名
ブロ
ック
割

施　　　　　設　　　　　名

27 サットヴァの園 57 中津川ナーシングピア

56

ブロ
ック
割

施　　　　　設　　　　　名

3 セイ・ウインド大垣

5 長良川ビラ 30

城山西濃

こころ



岐阜県老人保健施設住所一覧

〒５０１－０４０７ 　本巣市仏生寺１１１－１

０５８－３２２－２２２１

０５８－３２２－２１０１

０５８－２５１－９０３８

０５８－２３４－１３７６

介護老人保健施設 仙寿苑

岐
阜
Ａ

岐
阜
B

21

　岐阜市芥見大般若１－１０５

　羽島郡笠松町田代１８５－１

〒５０４－０８４３

　岐阜市長旗町１－８

介護老人保健施設
ハートピア・フェニックス

〒５０９－０１４１

〒５０９－０１０８

　各務原市鵜沼各務原町６－５０〒５０９－０１４１

介護老人保健施設 寺田ガーデン

〒５０１－６１２１

　岐阜市都通３－１７－１

　岐阜市鏡島精華３－１７－５

〒５０１－０３１１

19

　岐阜市鏡島南１－２－３８

０５８－３２２－２００１

　各務原市鵜沼各務原町６－５０

〒５０１－６０６２

住　　　　　　　　　　　　　所施　　　　　設　　　　　名

〒５００－８１７７介護老人保健施設 ハートケア松岡                      

〒５００－８３０９

〒５０１－０１１２

　岐阜市黒野１８１

〒５０１－１１５２ 　岐阜市又丸６７－７

０５８－３８２－３３９９

０５８－２１５－１６０１

０５８－３８９－１２４７

　各務原市須衛町３－１３６

松波総合病院介護老人保健施設

０５８－２３２－１１５１

０５８－３８７－７６８６

〒５０１－３１４４

15

16

22

０５８－３２２－２２２０

０５８－３２８－５６８１
　瑞穂市重里１９９６

０５８－３２８－３３８７

０５８－２４１－３４８８

０５８－２１６－１８５４

０５８－２４７－１１００

０５８－２４６－１２８８
介護老人保健施設 サワダケアセンター 〒５００－８２２６ 　岐阜市野一色７－１２－２

介護老人保健施設
巣南リハビリセンター

25

20

０５８－２５３－７８７８

9

10

12

14

18

23

4
０５８－２３４－１５１５

3

介護老人保健施設 いこいの里２号館　　　　　　　　  

０５８－２５５－３３７７

０５８－２５５－３３８３

０５８－２５１－９０８２

電　話　番　号

Ｆ Ａ Ｘ　番　号

０５８－２３４－４７４７

０５８－２３４－２３４３

０５８－３２２－５８５２

０５８－３７０－７７７７

０５８－３７０－７７５５

０５８－２５３－７６００

０５８－２５３－３９９９

０５８－２６５－８１００

〒５０１－３１５１ 　岐阜市岩滝東１－９１
０５８－２４１－１１１０

０５８－２４１－１１７７

　岐阜市則武東４ー２－６

０５８－２３２－１１５３

０５８－２１５－９７５３

〒５０１－２１２１ 　山県市大門７７３
０５８１－３６－２８００

０５８１－３６－２１２２

〒５０１－１１３１

０５８－２５３－１１２３
介護老人保健施設 グリーンビラ安江

三浦老人保健施設

〒５０２－０８４９ 　岐阜市栄新町２－５０

〒５０１－０１１５

介護老人保健施設 ケアコートみやこ

〒５００－８２８８ 　岐阜市中鶉２－９９
０５８－２７６－７７５５

介護老人保健施設 山県グリーンポート

5

介護老人保健施設
岐阜リハビリテーションホーム

7

介護老人保健施設 長良川ビラ

０５８－２６５－８５７８

０５８－２７６－７７３３

０５８－３２２－５５６６

０５８－２１５－９７５７
〒５０２－０９２９

介護老人保健施設 永寿

17

介護老人保健施設
シルバーポートふれあいの家

介護老人保健施設 カワムラコート

〒５０１－０１０４ 　岐阜市寺田７－７７

　各務原市蘇原青雲町４－１－７０

11

1

2

6

13

8

老人保健施設 コートレイ各務原

老人保健施設 サンバレーかかみ野　　　　　　  

介護老人保健施設
リハトピア・フェニックス

介護老人保健施設 喜の里

介護老人保健施設 仙寿なごみ野

24 〒５０１－６２４１ 　羽島市竹鼻町梅ケ枝町３７０－１

０５８－３８７－７３５１
　羽島郡笠松町円城寺９３３〒５０１－６０３５

介護老人保健施設 ロアジかねまつ 　岐阜市柳津町下佐波西１－４

０５８－３９２－７０６５

０５８－３８７－７３５０

介護老人保健施設 夕霧

山内ホスピタル介護老人保健施設 　岐阜市薮田南４－１５－２

０５８－２７９－５１００

０５８－２１５－１６００

０５８－３８８－０３２２

０５８－３９４ー３０２８

０５８－２７９－５００５

〒５００－８３８４



西
濃

中
濃

０５７４－２８－１７７０

０５８５－３２－５００５

介護老人保健施設 だいち

介護老人保健施設 リバーサイド悠悠

０５７５－２３－８８０４

53
０５７４－４６－０１３９

０５７５－２３－８８０１

０５７５－２３－６５００

電　話　番　号

Ｆ Ａ Ｘ　番　号

０５７５－２１－０４８８

０５７４－６４－００８７

０５７４－４６－０１３８

55
０５７５－４６－７８７８

０５７５－４６－７７７５
　関市下有知冨士二４７０６〒５０１－３２１７

54 介護老人保健施設 花咲き庵

〒５０９－０５１１

介護老人保健施設 福寿の里

51
０５７５－７９－２９９０

０５７５－７９－２９９５

52
０５７５－８２－５９９９

０５７５－８２－５９９８

〒５０１－４１０７

〒５０１－５１２１

介護老人保健施設 ヴィラふくべ 　郡上市美並町大原７７

０５７５－２３－０１３３
〒５０１－３８１４

50
０５７５－７７－２７７８

０５７５－７７－２１７４

〒５０１－３９３６

〒５０１－４５０９
県北西部地域医療センター
和良介護老人保健施設

　郡上市和良町沢８６４－１

49

46
０５７４ー４３－８０５２

０５７４－４３－５５０２
　加茂郡八百津町錦織１５３０－３９

47
０５７５－２２－３６００

０５７５－２２－３１６８

48
０５７５－２３－０１２０

東白川村国保診療所附属
介護老人保健施設

０５７４－７８－２０２３

〒５０９－０２０６

０５７４－７８－２４０７

０５７４－２３－１１５６

０５７４－２３－１１５５

老人保健施設 花トピア可児

０５７４－５４－３３２１

０５７４－５４－１５２８

桜ヶ丘介護老人保健施設
０５７４－４８－８１１０

０５７４－６４－２６２６

34

39
０５７４－２５－７９６８

０５７４－２５－７９４２

40

　美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５５５〒５０５－０００４

０５７４－６４－０１６９

38

41

　揖斐郡揖斐川町東津汲８７７－１

　揖斐郡大野町大字大野９２４－１

　可児市土田９００

　可児市瀬田１６４６－３

〒５０３－１３１６

〒５０９－０２１３

45

37

36

35

老人保健施設 サントピアみのかも

介護老人保健施設 養老の郷

介護老人保健施設 ラポール

介護老人保健施設 中部台ケアセンター

可児とうのう病院附属
介護老人保健施設

介護老人保健施設 西美濃さくら苑

介護老人保健施設 おうじゅ

〒５０３－０９６５

〒５０３－０８９３

〒５０３－２４０３

介護老人保健施設 サットヴァの園

介護老人保健施設 セイ・ウインド大垣

住　　　　　　　　　　　　所

介護老人保健施設 あいかわ

33

32

30

介護老人保健施設 プラザ２１おおの

　大垣市藤江町６－３－１

31

29

介護老人保健施設 輪之内ビラ

海津市介護老人保健施設
サンリバーはつらつ

28
０５８４－８２－６０１０

０５８４－２４―１００１

０５８４－２３－３４４４

〒５０３－２１１４

０５８４－７８－６０５０

０５８４－８２－６００１
〒５０３－００２４

０５８４－６８－１００８

０５８４－５４－５５６５

０５８４－５４－５５７５

０５７４－２５－１７１７

０５７４－２８－６４７０

０５８４－２４－１００２

０５８５－５４－２２３５

０５８５－３２－５０５５

０５８４－３３ー０５１０

０５８５－４５－９６３１

　安八郡輪之内町四郷１３３０

〒５０３－０６２８

　郡上市白鳥町白鳥２－６

〒５０１－０５５３

　加茂郡東白川村五加３２１０〒５０９－１３９３

〒５０５－０３０２

〒５０３－０２０４

〒５０９－０２３７

　加茂郡富加町夕田３８０

老人保健施設 山びこの郷

42

〒５０１－３３０２

〒５０１－３９３２

43 介護老人保健施設 センチュリー２１

　可児市桂ケ丘２－１８３

44

０５８４－８８－１７８８
　大垣市多芸島１－１２７－１

26

施　　　　　設　　　　　名

　不破郡垂井町府中１９３３－１

０５８４－８８－２０２５

介護老人保健施設 東山ハイツ 　関市東山４－４８

　関市平成通２－６－１８〒５０１－３９１９介護老人保健施設 太陽苑

介護老人保健施設 穂

介護老人保健施設 ケアポート白鳳

〒５０５－００３８

〒５０１－０５１３

０５８４－３２－０５９１

〒５０１－０７０２

　揖斐郡池田町田中５－１

　海津市海津町福江６５６－２

　大垣市宿地町１００８－４

０５８５－５４－２２３１

　揖斐郡大野町南方二度桜１９１

さわやかリバーサイドビラ
介護老人保健施設

　養老郡養老町押越７００－１

〒５０５－００１１ 　美濃加茂市下米田町東栃井８１－３

０５８４－７８－６１６０

０５８４－６８－１０１５

老人保健施設 西濃

０５８４－２３―３４４３
〒５０３－２１１４

27

　不破郡垂井町府中１９２８－３

０５８５－４５－０２６２

　関市稲口７７６－１

　美濃加茂市中部台６－１３－５

　関市倉知字下野１７１２

０５７４－２５－５５８８

０５８５－３５－００３３

０５８５－３５－００８８

　加茂郡七宗町神渕１０２８７



０５７２－６７－３７４８

東
濃

０５７２－５４－０１５９

下呂市立小坂老人保健施設

〒５０６－１４３２

〒５０９－２５０５

奥飛騨温泉老人保健施設 穂高の庭

電　話　番　号

Ｆ Ａ Ｘ　番　号

71
０５７８－８９－１２０３

72
０５７６－５３－０１５１

０５７６－５３－０１５２

０５７２－６７－３７２７

73
０５７６－６２－２２１２

０５７６－６２－３６１３
〒５０９－３１０６ 　下呂市小坂町大島１９６３

０５７８－８９－１２１２

介護老人保健施設 共寿

70
０５７７－７２－５１１１

０５７７－７２－５５１１

〒５０６－００２６

〒５０９－４１２４

　高山市花里町２－６７
０５７７－３５－５５００

０５７７－３５－５５０１

飛
騨

67
０５７７－７２－５１５１

０５７７－７２－５１５５

68
０５７７－３５－３０３０

０５７７－３５－３０６３

69

〒５０６－０００４

〒５０９－４１１７

66

65 介護老人保健施設 カサグランテ

０５７２－２７－１１６０

〒５０９－５１９３

〒５０７－００７１

64

〒５０９－５４０１

０５７２－２７－１１６５

０５７２－５９－１８０１

〒５０９－６１０２

介護老人保健施設 アルマ・マータ 　多治見市小名田町西ケ洞７１－１

　瑞浪市稲津町萩原１63

59

〒５０９－７２０１60

61

〒５０７－０００７

０５７３－５５－００５０

０５７３－５５－００５１

〒５０９－９２３２

〒５０９－７７１２

　中津川市坂下７２２－１

　恵那市明智町１０９０

０５７３－７５－５２２０

０５７３－７５－５２２１
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56
０５７３－６５－１０３０

０５７３－６５－１０３１

57
０５７３－６８－７８８１

０５７３－６８－７８８０
〒５０９－９１３２

〒５０８－０１０１

　中津川市茄子川字中垣外１６８３－１２４７

施　　　　　設　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　所

０５７３－２５－０９９６

　高山市桐生町４－２６８

　高山市国府町三川１２０２－５

　多治見市旭ヶ丘７－１２－１

　多治見市大畑町大洞３９－１

　土岐市駄知町字有古１５５６－２

　下呂市萩原町古関８７３－１

　土岐市土岐津町土岐口７０３－２４

　高山市国府町村山２４９－１

　高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根２０５

０５７２－５９－１８０２
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〒５０７－０８１７

０５７２－２４－６７８７

０５７２－２４－６７８０

　中津川市苗木３７４７－１

０５７３－２５－０９９７

０５７２－２５－８３４３

０５７２－２５－３７４１

０５７２－５５－２１１１

介護老人保健施設 ひざし

　恵那市大井町１０６４－１

介護老人保健施設 城山

介護老人保健施設
中津川ナーシングピア

坂下老人保健施設

恵那市介護老人保健施設 ひまわり

介護老人保健施設 こころ

介護老人保健施設 メモリアル光陽

土岐市老人保健施設 やすらぎ

介護老人保健施設 なでしこ

介護老人保健施設 香蘭荘

介護老人保健施設 それいゆ

高山赤十字介護老人保健施設 はなさと

介護老人保健施設 アルカディア



お問い合わせ

第 �� 回全国介護老人保健施設大会  兵庫  大会事務局（一般社団法人兵庫県介護老人保健施設協会内）
〒���-����　兵庫県神戸市中央区坂口通 �-�-� 兵庫県福祉センター内　TEL：���-���-���� FAX:���-���-����

令 和 � 年 � 月 �� 日（木）～ �� 日（金） 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場他

大 会 会 長   森 村  安 史（ 公 益 社 団 法 人 全 国 老 人 保 健 施 設 協 会  兵 庫 県 支 部 長 ）

令 和 � 年 � 月 �� 日（木）～ �� 日（金） 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場

主 催   公 益 社 団 法 人  全 国 老 人 保 健 施 設 協 会主 催   公 益 社 団 法 人  全 国 老 人 保 健 施 設 協 会

大 会 会 長   森 村  安 史（ 公 益 社 団 法 人 全 国 老 人 保 健 施 設 協 会  兵 庫 県 支 部 長 ）

新たな時 代をいきぬくために

～今、老健ができること～
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岐阜県老人保健施設協会会則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県老人保健施設協会表彰規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐 阜 県 老 人 保 健 施 設 協 会 

全国老人保健施設協会岐阜県支部 



   岐阜県に所在する 社団法人 全国老人保健施設協会に加入の老人保健施設は、『岐阜県 

老人保健施設協会』を、平成３年２月２３日に設立し、同協会の管理及び運営に係る会則 

を次のように定める。 

    平成３年２月２３日 

 

岐阜県老人保健施設協会 

会 長 松 波 英 一 

 

岐阜県老人保健施設協会会則  

第１章 総  則 

(名 称)  

第１条 この協会は、『岐阜県老人保健施設協会』（以下｢協会｣という。）と称する。 

(用語の定義) 

第２条 この会則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 

  （１） ｢全老健｣とは、公益社団法人全国老人保健施設協会をいう。 

  （２） ｢定 款｣とは、全老健が定める定款をいう。 

（３） ｢支 部｣とは、定款第19条の２に規定する全老健の岐阜県支部をいう。 

（４） ｢支部長｣とは、岐阜県支部の長をいう。 

（５） ｢施 設｣とは、協会の会員たる老人保健施設等をいう。 

（６） ｢代議員｣とは、定款第20条の２及び同第20条の３に規定する岐阜県を所管する代議員を 

いう。 

（７） ｢予備代議員｣とは、前号の規程に関連する岐阜県を所管する予備代議員をいう。 

 

(目 的) 

第３条 協会は、施設に勤務する関係者が協力し、相互理解のもとに、施設の質的向上と関係職員相互の

研鑽を図ることを目的とする。 

   ２ 協会は、全老健に対しては、岐阜県を代表する機関としての活動を行うほか、定款第19条の２に

規定する支部としての事業を行う。 

 

(事務局) 

第４条 協会は、事務局を会長の所属する施設内に置く。 

 

 

 

   第２章 会員及び役員 

  

(会 員） 

第５条 協会の会員は、次の各号に掲げる２種とする。 

   （１）正会員 

       ア 岐阜県に所在する老人保健施設の開設者又は同開設者の指名する者で協会の目的に賛同

する者。 

       イ 岐阜県に所在する機関又は団体等で老人保健施設の開設を予定、かつ、協会の目的に賛

同する者。 

   （２）準会員 

       協会の目的に賛同する正会員以外の個人又は団体等。 



(役 員) 

 第６条 協会に、次の各号に掲げる役員を置く。 

   （１） 会長            １人 

   （２） 副会長           １人 

   （３） 理事            １４人以内 

   （４） 監事            ２人 

   ２ 全老健支部長・代議員及び予備代議員は全老健に加入する正会員の中から支部総会にて選出する。 

     また、支部長は協会会長を兼務する。 

   ３ 監事は、協会における他の役員を兼任できない。 

    

 

 

(名誉会長) 

 第６条の２ 協会に、栄誉職としての名誉会長を置く。 

   ２ 名誉会長は終身とし、会長の招聘に基づき、会の記念事業等に参画する。 

   ３ 名誉会長は、会長の発議に基づき総会の議決するところによる。 

 

 

(顧 問) 

第７条 協会に、必要に応じて顧問を置く。 

   ２ 顧問は、通常の顧問及び関係団体等に所属する役職者等による顧問とする。 

   ３ 通常の顧問は終身とし、関係団体等に所属する役職者等の顧問の任期は、同職等に在任する期間

とする 

４ 顧問は、必要に応じ若しくは会長の要請に基づき、会務及び記念事業等に参画する。 

５ 顧問は、会長の発議により総会の同意に基づいて決定する。 

 

 

(選 出）      

 第８条 役員は、総会において会員の中から選出する。 

   ２ 理事（本条第５項に規定する理事を除く。）は、理事及び監事選任細則により選出する。 

   ３ 副会長は、理事の互選により選出する。 

   ４ 事務局長は、会長の所属する機関から会長が任免する。 

   ５ 専任者を事務局に置くこととし、会長が任免する。 

専任者の取扱については、事務局にて決定し総会での承認を得ることとする。 

 

(任 期) 

第９条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。また、補欠された役員の任期は、前任者の残存期間に     

限る。 

   ２ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が、就任するまではその職務を行う。 

 

(職 務) 

 第１０条  会長は、会務全般を統括掌理するとともに協会の代表とする。 

   ２ 支部長、代議員及び予備代議員は、定款に規定する職務を遂行する。 

   ３ 副会長は、会長の職務を補佐するものとし、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代行

するものとする。 

   ４ 理事は、会務の企画及び事業の執行を行う。 



   ５ 監事は、会計を監査しその結果を総会において報告する。 

   ６ 事務局長は、会長の指示に基づき、会務又は事業にかかる事務及び金銭の出納を司るほか、総会

及び理事会に必要とする資料を準備し提供する。 

 

 

 

 第３章 事業及び会議 

(事 業) 

 第１１条 協会は、第３条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

    （１） 会員及び施設に勤務する職員への有用な情報の提供及び交換 

    （２） 会員及び施設に勤務する職員に対する研修活動(委託・協賛を含む。) 

    （３） 大会の開催 

    （４） 関係機関及び関係団体との連絡協議 

    （５） その他、本会の目的を達成するため必要とする活動 

   ２ 協会は、前各項に規定するもののほか、全国協の支部として必要とする活動又は事業を行う。 

   ３ 市町村等の行政組織等に対応して、当該地区にある老人保健施設の代表としての行動を必要とす

る場合には、当該地区施設の理事又は会員が協議して行うものとする。 

(会 議) 

 第１２条 協会として実施する会議は、総会、理事会及び事務長会とする。 

(総 会) 

 第１３ 条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

   ２ 総会は、正会員をもって構成する。 

   ３ 総会は、次の各号に掲げるところにより会長が招集しこれを主宰する。 

    （１） 原則として年１回の開催とし、必要がある場合、臨時に又は文書回議により開催できる。 

    （２） 大会等を実施する年度は、同大会に併せて開催できる。  

    ４ 総会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

    （１） 事業計画 

    （２） 収支予算 

    （３） 収支決算 

    （４） 会則の改廃 

    （５） 役員の選任 

    （６） その他、協会の運営に関する重要な事項 

 

(定足数) 

 第１４条 総会は、過半数以上の出席者(委任状を含む。)がなければ開催できないものとする。 

   ２ 総会の議事は、出席した正会員(委任状を含む。)の３分の２以上をもって決するものとする。 

(理事会）     

第１５条 協会の理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。 

２ 理事会は、理事及び監事をもって構成する。 

３ 理事会は、次の各号に掲げるところにより会長が招集しこれを主宰する。 

     （１） 原則として年１回の開催とする。 

     （２） 必要がある場合、臨時に又は文書回議により開催できるほか、総会に併せて開催できる。 

    ４ 理事会は、次の事項を決議する。 

     （１） 副会長の互選 

     （２） 総会に付議すべき事項 

     （３） 総会において決議した事項の執行に関する事項 



     （４） その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項   

 

 

第４章 経費及び会費 

 

(経 費) 

 第１７条 協会の事業の運営に伴う経費は、会費及び寄附金等の収入をもって充てる。 

     ２ 大会開催に伴う経費の一部は、参加者個々の所定額の徴収による。 

     ３ 東海・北陸ブロック老人保健施設連絡会大会開催に伴う協会としての施設割の特別負担金は、

別途会員からの所定額の徴収を行う。 

 

(会 費) 

第１８条 協会の入会金及び年会費の額は、次に定めるとおりとする。ただし、入所定員割年会費に係る

上限は１００床とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 年度途上の入会の場合の年会費の免除の割合は、次に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

 

   

 ３ 施設の代表者が正会員として入会の施設の職員は、自動的に準会員となるものとする。 

４ 入所定員数の変更に伴う入所定員割年会費の変更額については、入所定員数変更の翌年度から適用する。 

 ５ 第１項の規定にかかわらず、１法人の経営に係る複数施設の場合の入所定員割会費の額は、複数施設 

入所定員の合計数を１施設の入所定員数とみなし算定する。 

 

 

                第５章 雑  則 

 (会計年度) 

第１９条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

 

(委 任) 

第２０条 会長は、この会則の適用に関し必要とする解釈等の細部に関して定めることができる。 

 

 

   附 則 

   １ この会則は、平成３年２月２３日から施行する。 

   ２ この協会の設立の発起に関して合意した施設の代表者は、次のとおりである。 

     松波総合病院老人保健施設           松波 英一 

     老人保健施設喜の里              山本 眞史 

区   分 

 

正 会 員 

 

個人準会員 

 

団体準会員 

 

適  用 

 
入会金 

 

２万円 

 

１万円 

 

２万円 

 

 

 

年会

費 

施 設 割 ２万円 ８千円 ５万円  

入所定員割 ７百円   １床当り 

入会期日 免除の割合額 

 ２／四半期内 １／４ 

３／四半期内 ２／４ 

４／四半期内 ３／４ 



     老人保健施設岐阜リハビリテーションホーム   平野 高弘 

     三浦老人保健施設               三浦 佳久 

     老人保健施設シルバーポートふれあいの家    服部 福徳 

     和良村国保病院                湯下 堅也 

  附  則 

   この会則は、平成４年６月２６日から施行し、同年４月１日に遡って適用する。(東海ブロック老人保

健施設連絡会大会の施設割特別負担金の徴収) 

   附 則 

   １ この会則は、平成６年１月 14 日から施行する。(支部長、代議員及び予備代議員の補職及び役員

の増員等)[関連文書：全老健第05－49号(平成６年１月17日)] 

   ２ この会則の入所定員割年会費の上限等に係る事項は、平成３年２月２３日に遡って適用する。(年

会費上限等) 

  附 則  

   １ この会則は、平成７年４月１日から施行する。(臨床研修部会の設置、入会金及び年会費の額の改

定等) 

   ２ 平成７年４月１日付けをもって、｢岐阜県老人保健施設－ケア談話会｣を、第４章に規定する｢臨床

研修部会｣とする。(経過規定) 

３ 第４章の規定にかかわらず、平成６年度末現在の岐阜県老人保健施設－ケア談話会の会長が研修

部会の部会長に、同会の理事等が研修部会の理事等にそれぞれ平成７年４月 １日付をもって選任

又は指名されたものとする。(経過規定) 

   ４ 平成６年度末に、岐阜県老人保健施設－ケア談話会に所属する資産は、研修部会が引き受けるこ

ととする。(経過規定) 

附 則 

    この会則は、平成８年５月２８日から施行し、平成８年４月１日に遡って適用する。(名称変更:｢岐阜 

     県老人保健施設協議会」を「岐阜県老人保健施設協会」に) 

附 則 

    この会則は、平成９年５月２９日から施行し、平成９年４月１日に遡って適用する。(会費改定：一法

人複数施設の入所定員割 会費の特例・法人準会員の会費)  

 

附 則 

   この会則は、平成１０年６月２５日から施行し、平成１０年４月１日に遡って適用する。（医療福祉圏域に

対応する理事標準定数及び地区対応事業） 

附 則 

   この会則は、平成１２年４月１日から施行する。（増となる代議員及び予備代議員の選出に関する規定：

第６条第３項）（形式：第６条第３項を同条第４項とし、同条第３項の挿入） 

附 則 

   この会則は、平成１５年４月３０日から施行し、同年４月１日に遡って適用する。（名誉会長の新設：第６

条の次に第６条の２を追加）（顧問の細部規定：第７条第２項を改定し第３・４・５項を追加） 

  附 則 

   この会則は、平成１８年６月１９日から施行し、平成１８年４月１日に遡って適用する。 

  （第６条「役員」及び第８条「選出」の条項について変更） 

附 則 

   この会則は、平成２２年６月１８日から施行し、平成２２年４月１日に遡って適用する。 

 （第８条の理事選出区分を医療福祉圏域からブロックごとの選出に変更。及び第４章臨床研修部会の削

除。） 

附 則 

   この会則は、平成２４年６月２８日から施行し、平成２４年４月１日に遡って適用する。 

  （平成２３年８月１日全国老人保健施設協会の公益社団法人化に伴い、第２条「用語の定義」を変更。



及び第６条「役員」の条項について変更）  
附 則 

   この会則は、平成３１年４月２５日から施行し、平成３１年４月１日に遡って適用する。 

  （第６条「役員」及び第８条「選出」及び第１３条「総会」の条項について変更） 

 



岐阜県老人保健施設協会 理事及び監事選任細則 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、岐阜県老人保健施設協会会則第８条第２項の規定に基づき、理事

及び監事の選任に関し、必要な事項を定める。 

 

（定 数） 

第 2条 理事及び監事の各定数は、別表に掲げるとおりとする。 

  別表 理事及び監事の定数 

 

(選 出) 

第３条 理事は各ブロック及び各部門からの推薦により選出する。 

  ２ 監事は理事会からの推薦により選出する。 

 

（改 廃） 

第３条 この細則の改廃は、理事会にて決議する。 

 

   附 則 

 この細則は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

種別 区分 理事定員 監事定員 

ブロック選出理事 

岐阜 A 2 名 

１３名 ２名 

岐阜 B 2 名 

西濃 2 名 

中濃 2 名 

東濃 2 名 

飛騨 1 名 

部会選出理事 

運営管理 1 名 

専門職 1 名 



岐阜県老人保健施設協会表彰規程 

 

岐阜県老人保健施設協会会則第１５条第４項及び第２０条に基づき、会員及び会員施設職員に 

対する表彰のために必要とする規程を次のように定める。 

 

    平成１４年２月２日 

                           岐阜県老人保健施設協会 

                            会 長 松 波 英 一 

 

（趣 旨） 

 第１条 この規程は、岐阜県老人保健施設協会において、会長が実施する表彰に関して必要と 

     する事項について定める。 

（表彰者） 

 第２条 この規程に基づく表彰に関しての表彰者は、岐阜県老人保健施設協会長(以下｢会長｣とい

う)とする。 

（推 薦） 

 第３条 被表彰者の推薦は、推薦権者が次条の該当者として認める場合に会長あてに行うものと

する。なお、推薦権者が理事会の場合には、理事又は監事(以下｢役員｣という)の提案に 

     基づき事務局長たる理事が必要とする処理を行うものとする。 

      

被 表 彰 者 推薦権者 適          用 

役      員 理 事 会   

会      員 理 事 会   

会員施設職員 会   員 会員施設職員とは常勤所属者とする。 

 

   ２ 次条（１）該当者たる｢優良永年勤続者｣に関する推薦は、毎年の３月末日在籍者に対し

て４月末日までに、推薦書(別紙様式第１号)に功績調書(別紙様式第２号)及び履歴書(別紙

様式第３号)を添えて行うものとする。 

   ３ 次条（２）該当者たる｢協会功労者｣に関する推薦は、役員の提案に基づきこれを行うこ

とができる。なお、この場合に必要とする推薦書等は前項の規程に準ずるものとする。 

     ただし、この推薦書の推薦者名は、当該被表彰者に関して提案した理事名又は監事名と

する。 

 

（基 準） 

 第４条 この規程による被表彰者に関する推薦基準は、次に掲げるとおりとする。 

  （１）県内の会員施設に通算して１０年以上もしくは２０年以上勤務し、推薦権者が職務に精

励し他の模範として認める者。(以上｢優良永年勤続者｣という) 

  （２）当協会の役員として永年に亘り勤務し、当協会の発展等に関して顕著な功績があったと

して推薦者が認める者。(以上｢協会功労者｣という) 

 



（決 定） 

 第５条 会長は、被表彰者の推薦書、功績調書及び履歴書を確認するほか、推薦権者の意向を勘 

     案の上被表彰者を決定するものとする。 

   ２ 前項による被表彰者の決定は、当該年度の予算額に配慮しその被表彰者の人員数を制限 

     することができる。 

 

（実 施） 

第６条 第４条（１）に規定する｢優良永年勤続者｣に対する表彰の実施は、推薦年度の岐阜県老 

    健大会において行うことを原則とする。 

  ２ 第４条（２）に規定する｢協会功労者｣に対する表彰の実施は、推薦があった都度必要に 

    応じ行うものとする。 

  

（方 法） 

第７条 第４条（１）に規定する｢優良永年勤続者｣たる被表彰者に対する表彰は、１０年以上の

勤続者には表彰状を、２０年以上の勤続者には表彰状及び副賞を授与するものとする。 

   ２ 第４条（２）に規定する｢協会功労者｣たる被表彰者に対する表彰は、表彰状及び記念盾

のほか副賞を添えるものとする。 

 

（委 任） 

 第８条 会長は、この規程に基づく表彰の実施に関して、この規程によるもののほか必要に応じ 

     細部を定めることができる。 

 

附 則 

１ この規程は、平成１４年２月２日から施行する。 

２ この規程にかかる規定にかかわらず平成１３年度内に行う協会功労者に関する被表彰者につ 

  いては、この規程の承認があった理事会において、会長に対して推薦があったものとみなす。 

 ３ この規程は、平成１６年２月１７日に理事会において第６条の一部｢通常総会｣を｢岐阜県老健

大会｣に改正し、平成１６年４月１日から施行する。 

４ この規程は、平成１８年２月２５日において第３条第２号の一部｢西暦奇数年の｣を｢毎年の３

月末日在籍者に対して｣に改正し、平成１８年４月１日から施行する。 

５ この規程は、平成２０年３月５日の理事会において第７条の一部｢表彰状の授与のほか副賞を

添えるものとする｣を｢表彰状を授与するものとする｣に改正し、平成２０年４月１日から施行

する。 

６ この規程は、平成２６年２月２７日の理事会において第４条(１)の一部｢１０年以上通算して

勤務し｣を｢通算して１０年以上もしくは２０年以上勤務し｣に改正。また、第７条第１号の一

部｢表彰状を授与するものとする｣を｢１０年以上の勤続者には表彰状を、２０年以上の勤続者

には表彰状及び副賞を授与するものとする｣に改正し、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



第１号様式 

 

推   薦   書 

 

岐阜県老人保健施設協会長 様 

 

所属（施設名） 

                職      

                氏名                印  

 

 下記の者は、介護老人保健施設に永年勤続し特に功績を認め、所定の基準に 

該当するので会長表彰候補者として功績調書及び履歴書を添えて推薦します。 

                         【１０年 ・ ２０年】 

 

氏名 

年   月   日生 

 

 

 



第２号様式 

 

功 績 調 書 

 

住  所  

職   種  

氏   名  

功績事項 

１． 

 

２．  

 

３． 

 その他参考事項 

 

 



第３号様式 

 

履   歴   書 

 

住  所  

ふりがな 

氏   名 

 

 

男 

女 

   年   月   日生 

       （     歳） 

最  終  学  歴 

年  月  

職        歴 

年   月 ～   年   月  

年   月 ～   年   月  

年   月 ～   年   月  

年   月 ～   年   月  

年   月 ～   年   月  

通  算  勤  務  年  数 年    ヶ月 

上記の通り相違ありません。 

令和   年   月   日 

氏  名             印 
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